
商
工
観
光
課
1
66
◆

1
1
1
9

6
月
は「
外
国
人
労
働
者

問
題
啓
発
月
間
」で
す

事
業
主
の
皆
様
へ

外
国
人
労
働
者
の
適
正
な
雇

用
・
労
働
条
件
の
確
保
と
不
法
就

労
の
防
止
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
障
害
者
・
高
年
齢
者
・

外
国
人
の
雇
用
状
況
報
告
に
つ
い

て
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
平
成
18
年
3
月
新
規
学
校
卒
業

者
の
採
用
に
係
る
求
人
説
明
会

と　

き　

6
月
10
日
㈮

午
後
2
時
〜

と
こ
ろ　

市
民
会
館
大
会
議
室

問
合
先　

蒲
郡
公
共
職
業
安
定
所

求
人
特
別
援
助
部
門

　

☎
67
◆

8
6
0
9

税
務
課
1
66
◆

1
1
1
6

市
税
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

市
税
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
の
主
な
改
正
点
は

次
の
と
お
り
で
す
。

【
個
人
住
民
税（
市
民
税
）】

○
年
齢
65
歳
以
上（
か
つ
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
125
万
円
以

下
）の
方
に
対
す
る
非
課
税
措

置
の
廃
止
に
伴
い
、
特
例
措
置

が
設
け
ら
れ
ま
し
た（
平
成
18

年
度
分
か
ら
適
用
）

対
象
者　

平
成
17
年
1
月
1
日
現

在
、
65
歳
に
達
し
て
い
る
方

〈
平
成
18
年
度
分
〉　

個
人
市
民
税

（
均
等
割
お
よ
び
所
得
割
）の

税
額
の
3
分
の
2
を
減
額

〈
平
成
19
年
度
分
〉　

個
人
市
民
税

の
税
額
の
3
分
の
1
を
減
額

○
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
所

得
に
対
す
る
住
民
税「
所
得

割
」を
減
税
す
る「
定
率
減
税
」

が
2
分
の
1
に
縮
減
さ
れ
ま
す

（
平
成
18
年
度
分
か
ら
適
用
）

〈
改
正
前
〉　

個
人
住
民
税
所
得
割

額
の
15
％
相
当
額（
最
高
限
度

額
4
万
円
）

〈
改
正
後
〉　

個
人
住
民
税
所
得
割

額
の
7.5
％
相
当
額（
最
高
限
度

額
2
万
円
）

消
防
本
部
予
防
課
1
68
◆

0
9
3
8

6
月
5
日
㈰
〜
11
日
㈯
は

「
危
険
物
安
全
週
間
」

「
危
険
物　

か
さ
ね
る
無
事
故
の

金
メ
ダ
ル
」

危
険
物
は
、
私
た
ち
の
生
活
を

豊
か
に
す
る
製
品
の
原
料
と
し

て
、ま
た
、自
動
車
や
石
油
ス
ト
ー

ブ
の
燃
料
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

火
災
を
起
こ
し
や
す
い
性
質
を

持
っ
た
化
学
物
質
で
も
あ
り
ま

す
。こ

の
物
質
を
便
利
な
も
の
と
し

て
使
う
た
め
に
は
、
扱
う
人
の
心

掛
け
と
行
動
が
重
要
で
す
。

安
全
な
生
活
を
維
持
す
る
た
め

に
、
家
族
全
員
が
危
険
物
に
関
す

る
知
識
を
習
得
す
る
よ
う
、
心
掛

け
て
く
だ
さ
い
。

〈
家
庭
内
の
危
険
物
の
事
故
を
防

ぐ
ポ
イ
ン
ト
〉

・
危
険
物
を
子
供
の
手
の
届
か
な

い
所
に
置
く
。

・
危
険
物
を
高
温
に
な
る
場
所
に

置
か
な
い
。

・
灯
油
の
容
器
の
ふ
た
は
確
実
に

閉
め
る
。

・
危
険
物
を
使
用
し
て
い
る
時

は
、
定
期
的
に
換
気
す
る
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

第
8
回
特
別
弔
慰
金
の

支
給
に
つ
い
て

対
象
者　

平
成
17
年
4
月
1
日
に

お
い
て
、
恩
給
法
に
よ
る
公
務

扶
助
料
や
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金

な
ど
を
受
け
る
方（
戦
没
者
な

ど
の
妻
や
父
母
な
ど
）が
い
な

い
場
合
に
、
次
の
優
先
順
位
に

よ
る
ご
遺
族
お
一
人
に
特
別
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

〈
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
〉

①
平
成
17
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
方

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
方
、平
成
17
年

4
月
1
日
に
お
い
て
婚
姻
に
よ

り
姓
が
変
わ
っ
て
い
る
方
ま
た

は
遺
族
以
外
の
方
と
養
子
縁
組

を
し
て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。

④
前
記
③
以
外
の
父
母
、
孫
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹

⑤
前
記
①
か
ら
④
以
外
の
三
親
等

内
の
親
族

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
1
年
以
上
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

支
給
内
容　

額
面
40
万
円
、
10
年

償
還
の
記
名
国
債

請
求
期
限　

平
成
20
年
3
月
31
日

ま
で

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

人
間
ド
ッ
ク
受
診
を

補
助
し
ま
す

蒲
郡
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
方
に
、

基
本
コ
ー
ス
料
金
の
7
割
を
補
助

し
ま
す
。

対
象
者　

次
の
す
べ
て
に
あ
て
は

ま
る
方
。

○
蒲
郡
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者

○
昭
和
46
年
3
月
31
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方

○
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い
世
帯
の
方

定　

員　

120
人（
申
し
込
み
順
）

申
し
込
み　

7
月
4
日
㈪
〜
22
日

㈮（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

に
保
険
証
を
持
参
し
て
保
険
年

金
課
へ
。

個
人
負
担
額　

基
本
コ
ー
ス
1
万

200
円

﹇
人
間
ド
ッ
ク
受
診
﹈

と　

き　

9
月
〜
平
成
18
年
3
月

毎
週
月
・
水
・
土
曜
日
の
午
前

と
こ
ろ　

保
健
医
療
セ
ン
タ
ー

2005.6.1
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